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　管理運営方法の見直し

　指定管理者制度を更新する場合

施設名 三条鍛冶道場 所在地 三条市元町11-53

設置目的
　鍛冶、木工等のものづくりに係る研修及び市民参加による体験学習を実施し、指導者
及び後継者の養成を図るとともに、市民の鍛冶や木工等のものづくりに対する知識を高
め、もって鍛冶、木工等の技術の伝承及び産地の活性化に寄与する。

規模
・延床面積　458.43㎡　敷地面積　3,305㎡
・構造：鉄骨造平屋建
・室名（体験場、研修室、展示スペース、事務室等）

設
置
年
月
日

平成17年4月19日

指定管理
者名

越後三条鍛冶集団 指定期間
平成31年４月１日から令和６年３月31日ま
で

指定管理
業務の内
容

施設の管理運営、施設の目的達成に必
要な事業の実施等

指定管理
料（千円）

今後の管
理形態

指定管理者制度

選定方法 公募

非公募の
場合，その
理由

導入効果

〇三条鍛冶業界の基盤に「鍛冶道場」という核を与えることで、越後三条鍛冶集団の体
制や事業が強化され、盤石な基盤が整備されつつあり、鍛冶技術を「地域ブランド」へ
醸成していくことが可能となった。
・新規鍛冶人材育成事業（委託）、燕三条 工場の祭典等
〇指定管理期間中に、多くの事業を実施し、鍛冶体験利用者の増加を図った。

評
　
価

　越後三条鍛冶集団は、施設の設置目的に対して技術的な裏付けがある団体であり、平成21年度から
指定管理者として鍛冶道場を運営している。越後三条鍛冶集団として伝統工芸士の誕生、新規鍛冶人
材育成事業による後継者育成等、施設の設置目的である「鍛冶、木工等の技術の伝承及び産地の活
性化」を実現させており、当地域の活性化に重要な役割を担っている。

今
後
の
方
針

理　由

①経費の縮減
市直営想定と比較すると収支の縮減効果が見られるため。
②事業の実施内容
全国唯一とも言える刃物づくり体験講座をはじめ、過去の事業実績に基づく、多種多様な
事業が行えており、国内外から多くの利用者が訪れていることから、指定管理制度の導入
効果が表れている。
　上記①及び②の理由から、指定管理者制度を継続することで、安定した管理運営、サー
ビスへの柔軟な対応が図られると判断される。
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